
長岡市告示第２３４号 
 
 中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第４１条の規定に基づき、 
次の通り特定道路占用区域の指定をします。 
 

令和７年４月１日 
 

長 岡 市 長   磯  田   達  伸 
 
１ 目的及び手段 
道を利用した地域活動の円滑化及び中心市街地の活性化を図るため、道路占用の特例措

置を講ずるもの 
 
 
２ 指定区域 
長岡市大手通１丁目ほか地内 
（一般国道３５１号、３５２号及び主要地方道長岡停車場線の各歩道） 
 

３ 占用対象物件 
食事・購買・広告施設（イス・テーブル・旗竿・看板等）

 
４ 指定期間 

令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 
 
５ 位置図等 

別紙の通り

 



 

N 

凡例 

       出店範囲 

       但し、交通に支障のある箇所を除く。 

       中心市街地活性化基本計画の区域 

位置図 

一般国道 351号線ほか 長岡市大手通１丁目ほか地内 S=1:10000 

主要地方道長岡停車場線 

一般国道 351 号 

一般国道 352号 











特例道路占用区域に設けることができる施設等の種類

路線名 区分 住所 設けることができる施設等の種類

東坂之上町2丁目～

表町2丁目の区間

大手通2丁目～

殿町2丁目の区間

大手通1丁目～

大手通1丁目の区間

食事施設、購買施設その他これらに類する施設及び広告塔又は看板等及びこれら

に類する広告施設で、中心市街地の活性化に寄与し、道路の通行者又は利用者の

利便性に資するもの

（中心市街地の活性化に関する法律第41条1項）
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